
令和2年度

業　務  名　：　令和2年度那覇港施設配置計画検討業務

業務地名　：　那覇港内

工　　　期　：　契約の翌日から令和3年9月30日まで

第１条　（本業務の目的）

第２条　（共通仕様書の適用）

章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項
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特　　記　　仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　[那覇港管理組合]

「共通仕様書」に対する特記及び追加事項は、下記
のとおりとする。

　本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務
と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合の
変更協議または関連する業務の予定価格の算定にあたっ
ては、本業務の請負比率（当初契約額÷当初設計額）を
変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額で行
うものとする。

　本業務は、国土交通省港湾局編集の「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」、
沖縄県土木建築部制定の「設計業務等共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）
に基づき実施しなければならい。　なお、共通仕様書は最新版を用いること。

｢共通仕様書｣に対する特記及び
追加事項について

一般事項について 　本特記仕様書に記載されていない事項及び仕様書
等に疑義が生じた場合は、その都度協議し、監督員の
指示を受けなければならない。

本業務の業務委託料を変更協議
する場合及び本業務と関連する
業務を本業務受注者と随意契約
する場合の取り扱いについて

　近年、那覇港新港ふ頭地区においては、取扱貨物量の増加や船舶の大型化により、背後用地の狭隘化が顕
著となっている中、臨港道路若狭港町線(那覇北道路)の事業の影響を受ける上屋や野積場など一部の港湾施
設について、代替地の確保が必要となっている。
　平成30年度より、那覇港管理組合では、港湾施設の配置について再配置計画(案)を作成し、港湾利用者と
意見交換を進めているが、港湾利用者からは計画の必要性や、その手順等については、一定の理解が得られ
たものの、代替地(利用面積)について現況面積以上を求める要望も多く挙がっている。
　そこで、港湾利用者の要望を整理し、事業間の進捗と照らしながら平成30年度に作成した施設再配置計画の
見直しを実施する。なお、施設再配置計画については、次期港湾計画で想定するふ頭の地形を前提として実
施する。
また、今後整備予定の上屋及び車両ヤードの高度利用(多層階化等)について基礎調査を実施するものであ
る。
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章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項
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8 成果物の提出について

9 配置技術者の確認について 1

2

3

管理技術者の資格要件について 　管理技術者は、「共通仕様書」の定めのほか技術士、につ
いては
下記も満たす者とする。

技術士建設部門(港湾及び空港)資格を有し、技術士法によ
る登録を行っている者

　受注者は、共通仕様書に基づく業務計画書の業務組織
計画に、配置技術者の立場・役割を明確に記載するもの
とする。　なお、変更業務計画において、業務組織計画を
変更する際も同様とする。

　業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者につ
いては、以下のとおりとする。

①業務打合せ（電話等打合せを含む）において、調査職員
と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わ
っていることが明確な技術者

②現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施
していることを写真等で確認できる者

　業務実績情報システム（テクリス）に登録する技術者は、
業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するも
のとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」の提出
にあたり、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、
個々の技術者の著名を付するものとする。なお、「登録の
ための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載
し、著名を行った書面を添付する場合も同等とみなす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　　[那覇港管理組合]

管理技術者の直接的雇用関係
について

　管理技術者は、本業務の受注者と直接的な雇用関係にあ
ること。なお、「直接的な雇用関係」とは、本業務契約締結時
において、雇用関係があることをいう。

　「直接的な雇用関係」を証明する資料（健康保険被保険者
証又は雇用保険被保険者証の写し等、公的なもの）を、着手
届と共に提示しなければならない。

　本業務の成果品は下記のとおりとする。提出に当たっては
データファイル形式、製本方法等、監督職員と協議の上決
定　　　　すること。

　①電子納品（CD-R） 　　　　 1式
  ③業務報告書（A４版）　　　  ２部
　②その他（調査職員が指示するもの）
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10 業務内容 (1) 計画準備
業務を行うにあたって事前に業務の目的及び内容を把握
し、業務の手順及び遂行に必要な事項を企画立案する。

(2)施設再配置計画見直し検討
　1)資料収集および整理
　2)施設再配置の基本方針案及び施設再配置計画案の見
直し
　3)移転スケジュール案の見直し
　4)施設再配置計画見直し案に係る説明会及び関係者ヒア
リングの実施
　　(1)合同説明会の実施
　　(2)関係者ヒアリングの実施
　5)施設再配置計画案のとりまとめ

(3)上屋等高度利用基礎調査
　1)先進事例収集整理
　2)県内関係者ヒアリング
　3)上屋等高度利用案の検討
　4)高度利用イメージ案の作成
　5)施設使用料の試算(上屋、車両ヤード)

(4)報告書作成
以上の調査結果を報告書としてとりまとめる。

(5)協議及び打合せ
事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回を行うものとし、
必要に応じて適宜調整を行うものとする。

　発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいず
れかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場
合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術
者以外が業務実績情報システム（テクリス）へ登録された
場合についても、同様とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　　[那覇港管理組合]
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11 その他

②施設再配置計画見直し検討及び上屋等高度利用基礎調
査にあたっては、国土交通省の｢公共事業の構想段階にお
ける計画策定プロセスガイドライン｣の考え方を参考に、作業
を進めていく予定であることから、本業務においても参考に
すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　　[那覇港管理組合]

①受託者は、業務の実施に当たっては、委託者である那覇
港管理組合と適宜協議を進めていくものとする。また、別途
発注の関連業務との工程調整を図りながら、業務を遂行す
る。
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